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亀山市公印規則及び亀山市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 亀山市長  櫻 井 義 之  

亀山市規則第１７号 

 

亀山市公印規則及び亀山市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 （亀山市公印規則の一部改正） 

第１条 亀山市公印規則（平成１７年亀山市規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１中 

「 

                                     を 

                                   」 

「 

 

                                        

 

 

                                    」 

に改める。 

 別表第２使用範囲の欄中「まちづくり協働課長専決」を「税務課長専決」に改め、

同表公印管理課の欄中「まちづくり協働課」を「税務課」に改める。 

 （亀山市事務分掌規則の一部改正） 

第２条 亀山市事務分掌規則（平成３０年亀山市規則第５号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表政策部の部課及び室の欄中「ＤＸ推進室」を「ＤＸ戦略室」に改め、 
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「                 「 

 

 

同表中                 を                  

 

 

 

「               「 

 に、               を                に、 

                 」               」 

「                  「 

 

                  を                   

 

                 」                  」 

に改める。 

  別表を次のように改める。 

部 課及び

室 

グループ 分掌事務 

政策部 広報秘

書課 

広報グル

ープ 

（１） 広報活動の企画及び連絡調整に関するこ

と。 

（２） 広報紙の発行に関すること。 

（３） ホームページ及びソーシャルネットワー

キングサービスに関すること。 

（４） 映像による広報に関すること。 

（５） 広聴に関すること。 

 （６） シティプロモーションに関すること。 

（７） 部及び課の庶務に関すること。 

秘書グル

ープ 

（１） 市長及び副市長の秘書に関すること。 

（２） 褒賞及び表彰に関すること。 

（３） 儀式に関すること。 

（４） 報道機関との連絡調整に関すること。 

政策推

進課 

政策調整

グループ 

（１） 総合計画に関すること。 

（２） 重要施策及び重要事業の総合調整並びに

行政評価に関すること。 

（３） 庁議及び経営会議に関すること。 

文化
課 

文化創造グループ まちな
み文化財グループ 人権・
ダイバーシティグループ 

健康
政策
課 

健康都市推進グループ ス
ポーツ推進グループ 健康
づくりグループ 

地域
福祉
課 

福祉総務グループ 高齢者
支援グループ 障がい者支
援グループ 

 

文化
課 

文化・人権グループ まち
なみ文化財グループ 
 

健康
推進
課 

健康増進グループ 地域包
括連携グループ 
 

地域
福祉
課 

福祉総務グループ 障がい
者支援グループ 
 

 

母子保健グループ 子ども
家庭グループ 子ども支援
グループ 

 

母子保健グループ 子ども
支援グループ 
 

 

環境課 環境創造グループ 廃棄
物対策グループ 

生物多
様性・
獣害対
策室 

 

 

環境課 環境創造グループ 廃棄
物対策グループ 生物多
様性・獣害対策グループ 
 
 
 

 

」 」 
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（４） 広域行政に関すること。 

（５） 都市政策に関すること。 

（６） ＳＤＧｓの推進に関すること。 

（７） 移住定住の促進に関すること。 

（８） 特命事項の調査及び研究に関すること。 

（９） 総合教育会議に関すること。 

（１０） ふるさと納税（企業版ふるさと納税に

限る。）に関すること。 

 （１１） 課の庶務に関すること。 

交通政策 （１） 地域公共交通に関すること。 
 グループ （２） 高速交通に関すること。 

ＤＸ戦

略室 

 （１） 地域及び行政のデジタル技術の利活用に

関すること。 

（２） 行政情報システムの管理に関すること。 

（３） 電子行政情報資産のセキュリティに関す

ること。 

（４） 社会保障・税番号制度の調整に関するこ 

    と。 

（５） 業務効率化に関すること。 

総務財

政部 

総務課 法務統計

グループ 

（１） 市議会に関すること。 

（２） 行政委員会及び監査委員との連絡調整に

関すること。 

（３） 市の廃置分合及び境界変更に関すること。 

（４） 町又は字の名称及び区域に関すること。 

（５） 訴訟及び損害賠償に関すること。 

（６） 地方分権に関すること。 

（７） 公平委員会に関すること。 

（８） 文書の収受、発送及び管理に関すること。 

（９） 文書の審査及び公文例に関すること。 

（１０） 公告式に関すること。 

（１１） 公印の総括管理に関すること。 

（１２） 例規集の編集に関すること。 

（１３） 行政不服審査に関すること。 

（１４） コンプライアンスに関すること。 

（１５） 不当要求に関すること。 

（１６） 統計調査に関すること。 

（１７） 統計資料の収集及び統計に関する図書

の刊行に関すること。 

 （１８） 部及び課の庶務に関すること。 

人事給与

グループ 

（１） 職員の定数及び配置に関すること。 

（２） 職員の任免、服務、賞罰その他身分に関

すること。 

（３） 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関すること。 
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（４） 給与の計算及び支給に関すること。 

（５） 職員の研修に関すること。 

（６） 職員の安全、衛生その他福利厚生に関す

ること。 

（７） 市町村職員共済組合に関すること。 

（８） 公務災害補償に関すること。 

（９） 職員互助会に関すること。 

（１０） 行政組織及び事務分掌に関すること。 
  （１１） 特別職、委員等の報酬に関すること。 

財務課 財政行革

グループ 

（１） 歳入歳出予算に関すること。 

（２） 市債に関すること。 

（３） 地方交付税に関すること。 

（４） 財政状況の公表に関すること。 

（５） 行財政改革に関すること。 

 （６） 課の庶務に関すること。 

契約管財

グループ 

（１） 入札及び契約に関すること。 

（２） 公有財産管理の総括に関すること。 

（３） 本庁舎の管理に関すること。 

（４） 庁用車両管理の総括に関すること。 

（５） 庁内の地球温暖化対策に関すること。 

（６） 物品（備品を除く。）の購入及び印刷物

の発注に関すること（設計金額が３０万円未満

のものを除く。）。 

（７） 備品の購入に関すること。 

（８） 公文書の公開に関すること。 

（９） 個人情報の保護に関すること。 

税務課 市民税グ

ループ 

（１） 市民税の賦課に関すること。 

（２） 市民税の納税証明等に関すること。 

（３） 市民税の減免に関すること。 

（４） 市民税の税制に関すること。 

（５） 自動車の臨時運行に関すること。 

（６） 課の庶務に関すること。 

資産税グ

ループ 

（１） 固定資産税の賦課に関すること。 

（２） 固定資産税の納税証明等に関すること。 

（３） 固定資産の評価、価格等の決定に関する

こと。 

 （４） 固定資産税の減免に関すること。 

（５） 固定資産税の税制に関すること。 

収納対策

グループ 

（１） 市税の徴収に関すること。 

（２） 市税の督促及び滞納処分に関すること。 

（３） 納税の啓発に関すること。 

（４） 使用料その他市の歳入の徴収に係る連絡

調整に関すること。 

（５） 固定資産評価審査委員会に関すること。 
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市民文

化部 

まちづ

くり協

働課 

地域まち

づくりグ

ループ 

（１） 住民自治の振興に関すること。 

（２） 地域まちづくり協議会に関すること。 

（３） 亀山市関文化交流センターの管理運営に

関すること。 

（４） 亀山市地区コミュニティセンター、亀山

市関町北部ふれあい交流センター及び鈴鹿馬子

唄会館に関すること。 

（５） 市民相談に関すること。 

（６） 本庁内の案内に関すること。 

（７） 住居表示に関すること。 

 （８） 消費生活及び消費者保護に関すること。 

（９） 部及び課の庶務に関すること。 

市民協働

グループ 

（１） 市民参画協働事業の推進に関すること。 

（２） 市民活動に関すること。 

  （３） 亀山市市民協働センターの管理運営に関

すること。 

市民課 医療年金

グループ 

（１） 国民年金に関すること。 

（２） 福祉医療費の助成に関すること。 

（３） 児童手当に関すること。 

（４） 後期高齢者医療及び三重県後期高齢者医

療広域連合との連絡調整に関すること。 

（５） 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 

（６） 課の庶務に関すること。 

国民健康

保険グル

ープ 

（１） 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関

すること。 

（２） 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する

こと。 

（３） 国民健康保険の給付に関すること。 

（４） 国民健康保険被保険者の保健事業に関す

ること。 

（５） 国民健康保険運営協議会に関すること。 

戸籍住民

グループ 

（１） 戸籍に関すること。 

（２） 成年被後見人、成年被保佐人、破産者及

び犯罪者の名簿の管理に関すること。 

  （３） 住民基本台帳に関すること。 

（４） 印鑑の登録及び証明に関すること。 

（５） 人口動態に関すること。 

（６） 相続税法（昭和２５年法律第７３号）第

５８条第１項の規定による通知に関すること。 

（７） 埋葬、改葬及び火葬の許可に関すること。 

（８） 個人番号の通知及び個人番号カードの交

付に関すること。 

地域サ

ービス

 （１） 支所及び出張所の窓口業務に関すること。 

（２） 支所及び出張所の管理に関すること。 
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室 （３） 支所及び出張所の所管区域内の事業に係

る関係部局との連携に関すること。 

（４） 支所及び出張所の所管区域内の道路の簡 

   易な維持保全に関すること。 

文化課 文化・人

権グルー

プ 

（１） 文化芸術の推進に関すること。 

（２） 文化関係事業の計画及び実施に関するこ

と。 

（３） 文化芸術活動団体に関すること。 

（４） 亀山市文化会館及び亀山市中央コミュニ

ティセンターに関すること。 

（５） 亀山市地域社会振興会との連絡調整に関

すること。 

（６） 人権に関すること。 

（７） 男女共同参画の調査、研究及び対策の推

進に関すること。 

（８） 多文化共生に関すること。 

 （９） 課の庶務に関すること。 

まちなみ

文化財グ

ループ 

（１） 文化財の保護に関すること。 

（２） 伝統的建造物群保存地区の保存に関する

こと。 

（３） 文化財の調査研究及び資料収集に関する

こと。 

（４） 文化財の情報発信に関すること。 

   （５） まちなみ保存事業の推進に関すること。 

健康福

祉部 

健康推

進課 

健康増進

グループ 

（１） 健康・医療推進関係の計画及び実施に関

すること。 

（２） 健康増進に関すること。 

（３） 感染症の予防（妊婦及び１９歳未満の予防

接種を除く。）に関すること。 

（４） その他保健事業に関すること。 

 （５） 部及び課の庶務に関すること。 

地域包括

連携グル

ープ 

（１） 高齢者の福祉に関すること。 

（２） 地域包括ケアシステムの推進に関するこ

と。 

（３） 地域医療に関すること。 

（４） 鈴鹿亀山地区広域連合との介護保険に係

る委託事業及び連絡調整に関すること。 

（５） 亀山市シルバー人材センターとの連絡調

整に関すること。 

（６） 亀山市老人福祉関センターの管理運営に

関すること。 

地域福

祉課 

福祉総務

グループ 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号） 

に基づく保護に関すること。 

（２） 民生委員及び児童委員に関すること。 
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 （３） 亀山市社会福祉協議会との連絡調整に関

すること。 

（４） 戦傷病者、戦没者遺族、軍人軍属であっ

た者等の援護に関すること。 

（５） 災害救助等に関すること。 

（６） 行旅病人、行旅死亡人、浮浪人等に関す

ること。 

（７） 亀山市総合保健福祉センターの管理運営

に関すること。 

（８） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）に基づく支援に関すること。 

（９） 社会福祉法人の認可及び指導監査に関す

ること。 

（１０） 地域福祉に関すること。 

（１１） 生活困窮者自立支援法（平成２５年法

律第１０５号）に基づく支援に関すること。 

（１２） 日本赤十字社に関すること。 

（１３） 保護司に関すること。 

（１４） 課の庶務に関すること。 

障がい者

支援グル

ープ 

（１） 身体障がい者（児を含む。）の福祉に関

すること。 

（２） 知的障がい者（児を含む。）の福祉に関

すること。 

（３） 精神障がい者（児を含む。）の福祉に関

すること。 

   （４） 難病患者等の福祉に関すること。 

子ども

未来部 

子ども

政策課 

子ども総

務グルー

プ 

（１） 子ども・子育て支援に係る施策の総合調

整に関すること。 

（２） 子ども・子育て支援に係る計画に関する

こと。 

（３） 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）に基づく母子家庭及び父子

家庭並びに寡婦の福祉に関すること。 

（４） 児童扶養手当に関すること。 

（５） 子育て支援に関すること。 

（６） 放課後児童クラブに関すること。 

（７） 亀山市立亀山児童センターの管理運営に

関すること。 

（８） 部及び課の庶務に関すること。 

保育サポ

ートグル

ープ 

（１） 子どものための教育・保育に係る給付認

定に関すること。 

（２） 子育てのための施設等利用給付に関する



8/12 

こと。 

（３） 市立の保育所及び認定こども園の設置、

運営及び管理に関すること。 

（４） 亀山市教育委員会の権限に属する事務の

補助執行に関する規則（平成２２年亀山市教育

委員会規則第１号）第２条の表に掲げる事務の

うち市立幼稚園に関すること。 

（５） 亀山市子育て支援センターの管理運営に 
   関すること。 

子ども

総合支

援課 

母子保健 （１） 母子保健に関すること。 

グループ （２） 子どもの健診に関すること。 

（３） 予防接種（妊婦及び１９歳未満に限る。）

に関すること。 

（４） 課の庶務に関すること。 

子ども支

援グルー

プ 

（１） 子どもの発達相談、支援及び療育に関す

ること。 

（２） 家庭児童相談及び支援に関すること。 

（３） 福祉、教育、保健及び医療との連携に関

すること。 

（４） 要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会に関

すること。 

（５） 女性の相談に関すること。 

（６） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入 

    所並びに要支援児童等に関すること。 

産業環

境部 

商工観

光課 

商工業振

興グルー

プ 

（１） 商工業の振興及び商工業関係団体に関す

ること。 

（２） 企業の誘致及び立地に関すること。 

（３） 企業支援に関すること。 

（４） 中小企業の振興に関すること。 

（５） 雇用促進に関すること。 

（６） 勤労者福祉及び労働関係団体に関するこ

と。 

（７） 亀山市勤労文化会館に関すること。 

（８） ふるさと納税（企業版ふるさと納税を除

く。）に関すること。 

（９） 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）に

関すること。 

（１０） 計量に関すること。 

（１１） 部及び課の庶務に関すること。 

観光・地

域ブラン

ドグルー

プ 

（１） 観光の振興に関すること。 

（２） 観光施設の維持管理に関すること。 

（３） 亀山市観光協会との連絡調整に関するこ

と。 
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  （４） 物産の振興に関すること。 

農林振

興課 

農林政策

グループ 

（１） 農地の利用に関すること。 

（２） 三重県農業共済組合との連絡調整に関す

ること。 

（３） 農業の振興及び関係諸団体の育成に関す

ること。 

（４） 畜産の振興及び畜産に係る環境整備に関

すること。 

（５） 植物防疫に関すること。 

（６） 農業振興地域の整備に関すること。 

（７） 山村振興に関すること。 

（８） 農業経営の支援に関すること。 

（９） 森林整備計画に関すること。 

（１０） 林業の振興及び関係諸団体の育成に関

すること。 

（１１） 森林の環境保全に関すること。 

 （１２） 課の庶務に関すること。 

農林施設

グループ 

（１） 土地改良に関すること。 

（２） 法定外公共物（建設部の所掌に属するも

のを除く。）の財産管理及び維持修繕に関する

こと。 

（３） 林業の施設に関すること。 

（４） 治山に関すること。 

（５） 亀山市林業総合センター及び亀山森林公

園の管理運営に関すること。 

環境課 環境創造

グループ 

（１） 環境保全対策の計画の策定及び調整に関

すること。 

（２） 公害防止に係る規制及び指導に関するこ

と。 

（３） 環境保全に係る監視、調査、対策及び啓

発指導に関すること。 

（４） 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、

振動及び悪臭に関すること。 

（５） 生活環境（畜犬登録、空き地対策等）に

関すること。 

（６） 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。 

（７） 亀山市斎場の管理運営に関すること。 

（８） 地球温暖化に関すること。 

（９） 再生可能エネルギーに関すること。 

（１０） 課の庶務に関すること。 

廃棄物対

策グルー

プ 

（１） 亀山市総合環境センター及び亀山市衛生

公苑の管理運営に関すること。 

（２） 廃棄物処理施設の整備計画及び建設に関

すること。 
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（３） 廃棄物処理施設の使用許可及び使用料の

徴収に関すること。 

（４） 一般廃棄物の収集及び処理並びに一般廃

棄物処理手数料の徴収に関すること。 

（５） 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関

すること。 

（６） 廃棄物の減量化及びリサイクルに関する

こと。 

 （７） 廃棄物の不法投棄対策に関すること。 

生物多様 （１） 有害鳥獣による農作物や樹木等への被害 

  性・獣害

対策グル

ープ 

防止に関すること。 

（２） 野生動植物の保護及び増殖に関すること。 

（３） 生活環境（害虫駆除）に関すること。 

（４） 亀山里山公園の管理運営に関すること。 

（５） 生物多様性に関すること。 

建設部 建設管

理課 

管理グル

ープ 

（１） 道路の認定、変更及び廃止に関すること。 

（２） 道路の土木施設の財産管理に関すること。 

（３） 法定外公共物（産業環境部及び土木課の

所掌に属するものを除く。）の財産管理に関す

ること。 

（４） 狭あい道路後退用地整備に関すること。 

（５） 部及び課の庶務に関すること。 

道路保全

グループ 

（１） 道路等の土木施設の維持修繕に関するこ

と。 

（２） 交通安全施設の整備に関すること。 

（３） 道路施設災害復旧事業に関すること。 

（４） 法定外公共物（産業環境部及び土木課の

所掌に属するものを除く。）の維持修繕に関す

ること。 

（５） 道路区域内ポケットパークの維持修繕に

関すること。 

土木課 用地グル

ープ 

（１） 用地買収に関すること。 

（２） 地籍調査に関すること。 

（３） 土地開発公社に関すること。 

（４） 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和

４７年法律第６６号）に関すること。 

（５） 課の庶務に関すること。 

道路整備

グループ 

（１） 道路の土木施設の新設及び改良に関する

こと。 

（２） 砂防及び急傾斜地に関すること。 

（３） 国又は県が実施する道路河川事業等の推

進及び調整に関すること。 

（４） 技術職員の配属されない部の土木工事に

係る工事の設計、施工、技術援助等に関するこ
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と。 

河川流域

グループ 

（１） 河川の認定、変更及び廃止に関すること。 

（２） 河川及び雨水排水の土木施設の財産管理

及び維持修繕と整備に関すること。 

（３） 法定外公共物（産業環境部及び建設管理

課の所掌に属するものを除く。）の財産管理及

び維持管理に関すること。 

（４） 治水事業に関すること。 

（５） 河川施設災害復旧事業に関すること。 

（６） 調整池の維持修繕に関すること。 

都市整

備課 

都市計画

グループ 

（１） 都市計画の決定に関すること。 

（２） 都市計画施設等の区域内における建築の

許可等に関すること。 

（３） 都市計画事業の計画に関すること。 

（４） 景観法（平成１６年法律第１１０号）に

関すること。 

（５） 屋外広告物に関すること。 

 （６） 課の庶務に関すること。 

市街地整

備グルー

プ 

（１） 亀山駅周辺整備に係る計画策定、設計及

び工事に関すること。 

（２） 土地区画整理事業及び市街地再開発事業

の計画及び施行に関すること。 

（３） 都市公園・緑地の土木施設の財産管理及

び維持修繕と整備に関すること。 

（４） 都市施設の財産管理及び維持修繕と整備

に関すること。 

建築住

宅課 

住まい推

進グルー

プ 

（１） 市有建築物に係る工事の設計、施工及び

技術援助、営繕等に関すること。 

（２） 市営住宅に関すること。 

（３） がけ地近接危険住宅移転事業及び住宅の

耐震化対策等住宅施策に関すること。 

（４） 空き地及び空き家の対策の調整に関する

こと。 

（５） 課の庶務に関すること。 

建築開発

グループ 

（１） 限定特定行政庁としての事務に関するこ

と。 

（２） 長期優良住宅の認定等に関すること。 

（３） 建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律（平成１２年法律第１０４号）の届出等

に関すること。 

（４） 開発行為に関すること。 

（５） 国土利用計画法に基づく土地取引の届出

等に関すること。 

（６） 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６
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号）に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務

に関すること。 

上下水

道部 

下水道

課 

下水道管

理グルー

プ 

（１） 流域下水道事業との調整に関すること。 

（２） 下水道の普及及び推進に関すること。 

（３） 排水設備工事指定業者に関すること。 

（４） 下水道の使用料並びに受益者負担金及び

分担金に関すること。 

（５） 水洗便所等改造資金融資あっせんに関す

ること。 

（６） 下水道事業の予算及び決算に関すること。 

（７） 下水道事業の出納その他の会計事務に関

すること。 

（８） 下水道事業の資産の取得、管理及び処分

に関すること。 

（９） 下水道事業の物品の購入契約その他契約

に関すること。 

（１０） 下水道事業の起債及び一時借入金に関

すること。 

（１１） 浄化槽の補助金に関すること。 

 （１２） 課の庶務に関すること。 

下水道工

務グルー

プ 

（１） 公共下水道事業の計画及び実施に関する

こと。 

（２） 農業集落排水事業の計画及び実施に関す

ること。 

（３） 公共下水道施設の維持管理に関すること。 

（４） 農業集落排水施設の維持管理に関するこ

と。 

（５） 排水設備の設置に関すること。 

 防災安

全課 

防災安全

グループ 

（１） 防災に関すること。 

（２） 国民保護に関すること。 

（３） 自衛官の募集に関すること。 

（４） 交通安全の啓発に関すること。 

（５） 防犯に関すること。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


